
獣医療に関する広告の制限及びその適正化のための 

監視指導に関する指針（獣医療広告ガイドライン）骨子（案） 

１．広告制限の趣旨 

診療施設のウェブサイトについて飼育者への適切な情報源として一定の管理を行っ

ていくことが重要＜追加 

２．省令の一部改正の概要 

３．広告制限の対象範囲 

４．広告が制限されている事項 

５．広告可能な事項 

６．広告の監視指導 

７．広告の苦情相談への対応 

８．診療施設ウェブサイトの記載内容に関する事項＜事項として追加 

（１）基本的な考え方

・診療施設のウェブサイトは広告の対象外とする。一方、十分な専門知識を有して

いない飼育動物の飼育者を惑わし、あるいは不測の被害を被ることがないよう推奨

例を具体的に示す。

（２）対象

・Facebook 等の SNS を含む診療施設ウェブサイト全般

（３）ウェブサイトに記載すべき事項

① 診療対象動物、診療科

② 通常必要とされる治療内容、費用等に関する事項

③ 治療等のリスク、副作用等に関する事項

（４）ウェブサイトに記載してはいけない事項

① 内容が虚偽、又は客観的事実であることを証明することができないもの

② 他との比較等により自らの優良性を示そうとするもの

③ 内容が誇大なもの又は診療施設にとって都合が良い情報等の過度な強調

④ 獣医療法以外の法令で禁止されているもの
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